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 請願の趣旨  

安城市自治基本条例第９条には「市民の責務」として「市民は、まちづ

くりを推進するため、その担い手としての自覚と責任も持ちます」、「市民

は、権利の行使に当たっては、公共の福祉に反しないようにするとともに、

次世代及び市の将来に配慮します」などの規定があります。 

しかし、安城市多文化共生プラン策定委員会のように、市民参加による

委員会は結局、最初から実現したい政治的要求があって企画され、その要

求実現のための準備と人選を市や「特別市民」（最初から実現したい具体的

な政治的欲求があり、そのための知識も経験も備えた市民）たちが行い、

その後は「特別市民」たちが主催者や有識者として委員会を主導して予定

通りに決定していくという、市民参加という言葉を隠れみのに公正さを装

った「私欲実現の場」なのです。 

これは多文化共生プラン策定委員会に限らず、自治基本条例に基づく市

民参加によってなされる施策決定プロセスの全てに共通する構造であると

考えられます。 

特定の政治的要求をもつ者たちが主導する以上、そこに公共性など求め

られるはずがありません。「一般的市民」であるところの公募市民は、市民

参加の結論に「民意」のお墨付きを与えるための添え物であって、彼らに、

準備された議論の流れや専門家の意見に逆らってでも安城市全体のための

公論を行うような自覚や責任感を期待できるものではありません。 

私は、公募に応じた「一般的市民」の無知・無責任・無自覚を責めてい

るのではありません。普段はそれぞれの生活を営んでいる普通の人々なの

ですからそれが当たり前なのであって、大学教授や市民団体・ ＮＰＯの専

門家といった権威に対して異議を唱え、自説を主張できる「一般的市民」

など滅多にいるものではないのです。 

安城市で現実に起きている、私利私欲達成の手段と化し、公正さの歪め

られた、自治基本条例に基づく市民参加による施策決定プロセスの現状は、

改められなければいけません。 
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市民の意見の多い少ない、声の大きい小さいで施策の是非を判断するの

が正しいのなら、世論調査やアンケートをその都度繰り返せば良いのであ

って、議会など必要ないでしょう。 

議員と議会が尊いのは、厳粛な選挙で選ばれた存在であるという、その

公共性の故なのではないでしょうか。 

公の立場にあるからこそ、議員と議会は崇高な存在なのではないでしょ

うか。 

市民の意見を聞くなと言っているのではありません。市民の意見は大い

に聞いた上で、公の立場で議論し、熟慮し、責任をもって決定するのが政

治の役割、議会の役割ではないのですか、と僭越ながら私は問うているの

です。公の立場に立って議論をすることは、安城市における選挙を経てそ

の公共性を職権（パワー）の源としている、皆様方議員にしかできないの

です。 

「市民」は結局のところは公益よりも私益を優先する私人なのであって、

公募に応じることで私人が公人になれるなどという根拠はどこを探しても

ないのです。 

住民の負託を受けることのできる唯一の公的存在である議会の健全性こ

そが、市政の健全性をつくるのです。ですから、安城市自治基本条例が定

めているような、「最高規範性」、「市への義務や負担の異なる住民・通勤者・

外国人・個人・団体を一緒くたに市民として扱う」、「市民の市政への直接

参画とそれを市長や議会が無制限に尊重する」、「住民投票結果を無制限に

尊重する」などの、議会の公正と自由な意思決定を制限しかねない規定は

存在してはいけないのです。 

またいうまでもなく、議会の意思決定の自由が不当に制限されることは、

私たち有権者の権利が損なわれることでもあります。 

議会は、法と有権者の負託以外に制限されてはならないのです。市民参

加の意見はひとつの意見として扱い、それが議会の議決や市長の判断を超

えるような権力となることがないように、安城市自治基本条例改正の議論

を行っていただきますよう要望いたします。 

 

 請願事項  

 

法と有権者の負託以外に議会の意思決定が制限されないよう、安城市自

治基本条例を改正する議論を議会において行ってください。  

 

 


